














1.新生児救急医療システムの概要(図 1参) 

新生児医療システムの前段階としての、愛知県救急医療情報システムはコンピューターに

よる医療の情報提供を行い、どこでも、誰でも、いつでも最適の医療が受けられることを

目標として、既に、昭和 54年 3 月 31日より発足している。その医療機関案内件数は、半

年間で 12,OOO 件に達していると言われている。(文献 1)。この救急医療情報システムの医

療内容の一層の充実を図るために、これらをサポートする特殊診療リソースのシステム化、

並びにその情報化が必要となってきた。 

この特殊診療リソース(3 次医療)としては、新生児医療脳外科、小児外科、心臓外科、急

性腎不全、熱傷などが考えられているが、この中で、1 番バッターとして、新生児医療が

取りあげられ昭和 55 年 10 月 13 日より発足のはこびとなったのである。 

新生児医療が、まず取り上げられた背景は、まず第1に愛知県下の新生児、乳児の死亡率

の一層の低下を計ること、第2に心身障害の発生を予防すること、第 3に新生児医療の全

県下的みなおしを計り、医療資源の有効な利用を計るべく、全県的な地域化を行う計画が

あることで(文献 2)、その一つの施策として、新生児救急医療システムの推進が行われは

じめた訳である。また、将来の小児病院構想の中でも考慮されているのも事実であろう（文

献 1)。いずれにしても、このような背景から新生児救急医療システムは、愛知県(衛生部)、

県医師会と患者の受け入れ側である県下の 29病院などが中心となって、昭和 54年末から

発足の準備が進められ、昭和55 年 10月から発足のはこびとなった訳であり、県下の赤ち

ゃんにとっては大変な福音と言える。 

このシステムの分り易い図は、別紙図1を参考にして欲しいが、その実際の稼動方法につ

いては少く説明する。まず、受け入れ側の端末器を常置した 29病院がその空床数を県救急

医療情報センター(名古屋市東区葵町、電々公社内)に端末器を利用し専用回線を通じて登

録し、コンピューターに記憶させておきます。そして、紹介側である産院から同センター

に問い合せがある(図の中の①)と、出生体重、症状などの条件をセンター職員が、コンピ

ューターに入れ込み(図の中の②)入院可能な受け入れ側の病院をボタン1つで探し、それ

を産院に紹介する(図の中の③)。そして、最後に紹介側と受け入れ側とが搬送方法につい



てお互いに連絡し、患者をスムーズに入院させる方法である(図の中の④)。なお、この場

合、受け入れ側の病院は端末器を保有した 29 病院で補助金の対象となった搬送用保育器を

有する 7施設が中心となっている(図 1の下段の病院)。一万、紹介側の病院(産院)は助産

所から大病院まで、県下でお産を行っている産科医療機関が、すべて含まれている。この

場合、私達のコロニー中央病院と共に、尾張、西三河の新生児医療に携っているのは、一

宮市民病院、公立陶生病院、県立多治見病院、厚生連加茂病院、厚生連昭和病院である。 


